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5
債権譲渡・債務引弁護士　茶木真理子

第1�　債権譲渡
1　債権の譲渡性とその制限
（1）　譲渡制限の意思表示の効力（法案466条2項、3項）
 　　当事者間で譲渡を禁止又は制限する旨の意思表
示（以下「譲渡制限特約」という。）がある場合であっ
ても、債権譲渡の効力が妨げられないことを明確
にした（2項）。よって、譲渡制限特約に反する譲渡
がなされても、債権譲渡自体は有効であり、債権
者は譲受人であって譲渡人ではない。また、譲渡
人は債務者に対し履行を請求することはできない。

 　　現行民法では、譲渡禁止特約に違反する譲渡の
効力については、債務者の利益を保護するため、
譲渡当事者間でも譲渡は無効である（ただし、善意
無重過失の譲受人との関係においてのみ有効）との
見解（物権的効力説）が有力とされてきたが（部会資
料74A・2頁）、譲渡禁止特約が債権譲渡による円
滑な資金調達を阻害しているとの指摘から、これ
とは異なる見解（相対的効力説）を採ることが明確
にされた。

 　　ただし、債務者の利益を保護するために、譲受
人が悪意又は重過失の場合には、債務者は、その
譲受人に対する債務の履行を拒むことができるほ
か、譲渡人に対して弁済その他の債権を消滅させ
る行為をすることができ、かつ、その事由をもっ
て譲受人に対抗することができる（3項）。

（2）　譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人
に対抗することができない場合（法案466条4項）

 　　債務者が譲渡制限特約を理由に悪意・重過失の
譲受人への弁済を拒みつつ、譲渡を理由に譲渡人
への弁済をも拒むことは許されるべきではない。
そこで、債務者が債務を履行しない場合におい
て、悪意・重過失の譲受人が相当の期間を定めて
債務者に対し「譲渡人への履行」の催告をしたに
もかかわらず、その期間内にも債務者による履行
がないときは、債務者は悪意・重過失の譲受人か
らの請求を拒むことができないとされた。

（3）　譲渡制限の意思表示が付された債権にかかる債
務者の供託（法案466条の2、法案466条の3）

 　　譲渡制限特約付債権が譲渡された場合におい
て、債務者が弁済の相手方につき判断に迷うとい
う事態に備えて、債務者は、譲受人の善意・悪意
に関係なく、弁済供託をすることによって債務を
免れることができるとされた（法案466条の2第1
項）。供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び
譲受人に通知をしなければならない（2項）。また、
供託された金銭は、譲受人に限って、還付を請求
することができる（3項）。

 　　また、譲渡制限特約付債権が譲渡された後に、
譲渡人が破産手続開始決定を受けたときは、譲受
人は悪意・重過失であっても、債務者に対して、
その債権全額の金銭の供託をさせることができる
ものとされた（法案466条の3第1項）。よって、譲受
人から供託の請求があった場合は、債務者は破産
管財人への弁済が禁止されることになる。これは、
円滑な債権譲渡による資金調達を阻害しないよう
に、譲受人が倒産手続外で債権全額の回収ができ
るようにしたものである。また、法案466条の2と
同様、供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及
び譲受人に通知をしなければならず、供託された
金銭については、譲受人に限って還付を請求する
ことができる。

（4）　譲渡制限の意思表示が付された債権の差押え（法
案466条の4）

 　　合意によって差押禁止財産を作出することは認
められないとの価値判断から、差押債権者に対し
ては譲渡禁止特約を対抗できないとされてきた従
前の判例法理を明文化したものである（1項）。

 　　ただし、譲受人が悪意・重過失の場合で、その
譲受人の債権者によって強制執行がなされた場合
は、債務者は、その債務の履行を拒むことがで
き、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させ
る事由をもって対抗することができる（2項）。

（5）　預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表
示の効力（法案466条の5）

 　　預貯金債権については、通常、譲渡制限特約が
付され、これが一般的に周知されている。そこで、
譲渡制限特約が付されている預貯金債権について
は、従前の判例法理通り、悪意・重過失の譲受人
との関係では譲渡が無効であるとしたものである
（1項）。よって、譲渡制限特約が付されている預貯
金債権が悪意・重過失の譲受人に譲渡された場合
は、その預貯金債権の債権者は譲渡人であって、
譲受人ではないということになる。悪意・重過失
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の譲受人であっても、債権者は譲受人であり、債
務者は譲受人に対する履行の拒絶等ができるとし
た466条2項及び3項の例外となる。

 　　なお、譲渡制限特約が付されている預貯金債権
に対する強制執行をした差押債権者に対しては、
債務者は譲渡制限特約をもって対抗できない（2項）。

2　将来債権の譲渡
　従前の判例上認められていたとおり、将来発生する
債権（将来債権）も譲渡は可能であること、債権譲渡の
対抗要件の方法により対抗要件を具備することができ
ることを明文化するものである。
　また、将来債権が譲渡された後に譲渡人と債務者と
の間で譲渡禁止特約が付された場合について、対抗要
件具備時までに譲渡禁止特約が付された場合には、債
権者を固定するとの債務者の利益を優先させるため
に、譲受人等はその特約を知っていたものとみなすこ
ととした（3項）。よって、この場合には、466条3項の
規定が適用され、債務者は譲受人に対する履行の拒絶
等ができることになる。

3　債権譲渡と債務者の抗弁
（1）　異議をとどめない承諾による抗弁の切断（法案
468条）

 　　債務者保護の観点から、従前の民法468条1項（債
務者が異議をとどめないで承諾をしたときは、譲
渡人に対抗することができた事由を善意譲受人に
対抗することができなくなる旨の規定）が削除され
た。

 　　債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対し
て生じた事由をもって譲受人に対抗することがで
きる（1項）。ただし、債務者が自らの意思表示に
よって抗弁を放棄することは妨げられない（部会資
料74A・11頁）。

（2）　債権譲渡と相殺（法案469条）
 　　債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲
渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対
抗することができる（1項）。差押と相殺の場面と同
様、いわゆる「無制限説」を採用したものである。

 　　また、対抗要件具備時より後に取得した譲渡人
に対する債権であっても、対抗要件具備時より前
の原因に基づいて生じた債権や、譲受人が取得す
る債権と同じ発生原因である契約から生じる債権
については、相殺が可能とされた（2項）。ただし、
対抗要件具備時より後に他人から債権を取得した

場合には、合理的な相殺の期待はないから、その
債権を自働債権として相殺することはできない。

第2�　債務引受
　現行民法には、債務引受に関する規定がなかったた
め、併存的債務引受及び免責的債務引受について、そ
れぞれ要件と効果につき明文化された。

1　併存的債務引受（法案470条、471条）
（1）　併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯し
て、債務者が債権者に対して負担する債務と同一
の内容の債務を負担する（法案470条1項）。併存的
債務引受における債務者の債務と引受人の債務は
連帯債務の関係にあることが明らかにされ、特別
の合意がない限り、連帯債務に関する規定が準用
されることになる。

 　　併存的債務引受は、債権者と引受人となる者と
の契約によってすることができる（同条2項）。この
場合、債務者の意思に反する場合であっても認め
られる。

 　　また、併存的債務引受は、債務者と引受人とな
る者との契約によってもすることができるが、こ
の場合は、債権者が引受人となる者に対して承諾
をした時に初めて効力が発生する（同条3項）。な
お、この場合の併存的債務引受は、第三者のため
にする契約に関する規定に従う（同条4項）。

（2）　引受人は、併存的債務引受により負担した自己
の債務について、その効力が生じた時に債務者が
主張することができた抗弁をもって債権者に対抗
することができる（法案471条1項）。

 　　債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有
するときは、引受人は、これらの権利の行使に
よって債務者がその債務を免れる限度において、
債権者に対して債務の履行を拒むことができる（同
条2項）。

2　免責的債務引受（法案472条～ 472条の4）
（1）　免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対
して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、
債務者は自己の債務を免れる（法案472条1項）。

 　　免責的債務引受は、債権者と引受人となる者と
の契約によってすることができる（同条2項）。この
場合において、免責的債務引受は、債権者が債務
者に対してその契約をした旨を通知した時にその
効力を生ずる（同項）。
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 　　また、債務者と引受人となる者が契約をし、債
権者が引受人となる者に対して承諾をすることに
よってもすることができる（同条3項）。

（2）　免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求
償権を取得しない（法案472条の3）。ただし、債務
者と引受人との間で求償関係を生じさせるとの特
約をすることは妨げられないと解される。

 　　引受人は、免責的債務引受により負担した自己
の債務について、その効力が生じた時に債務者が
主張することができた抗弁をもって債権者に対抗
することができる（法案472条の2第1項）。

 　　債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有
するときは、引受人は、免責的債務引受がなけれ
ばこれらの権利の行使によって債務者がその債務
を免れることができた限度において、債権者に対
して債務の履行を拒むことができる（同条第2項）。

（3）　債権者は、債務者の債務を担保していた担保権
を、あらかじめ又は同時に引受人に意思表示をす
ることにより、引受人が負担する債務に移すこと
ができる（法案472条の4第1項、2項）。ただし、引
受人以外の者がこれを設定した場合には、その者
の承諾が必要となる。

 　　保証人についても同様に移転できるが、引受人
以外の者が保証人である場合は、その者の書面に
よる承諾が必要となる（同条第3項、4項）。

第3�　契約上の地位の移転（法案539条の2）
　契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位
を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の
相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位
は、その第三者に移転することを明文化した。
　ただし、賃貸不動産の譲渡に伴う賃貸人の地位の移
転に関しては、特別の規律が用意されている（法案民
法605条の2、605条の3）。

6－1　弁済
弁護士　上里　美登利

1�　弁済によって債権が消滅するという大原則を定め

た条文がこれまで存在しなかったため、この条文を
設けた（法案473条）。

2�　第三者の弁済（法案474条）
（1）　弁済をするについて正当な利益を有する者でな
い第三者は、債務者の意思に反して弁済をするこ
とができないが、債務者の意思に反することを債
権者が知らなかったときは、この限りでないとさ
れた（法案474条2項）。

（2）　正当な利益を有する者でない第三者は、債権者
の意思に反して弁済をすることができないとされ
た（ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁
済をする場合において、そのことを債権者が知っ
ていたときは、この限りでない。）（法案474条3項）。

 　　これにより、債務者の意思に反するかどうかを
債権者が確認できない場合、債権者が受領拒絶す
ることが可能となる。

（3）　なお、債務の性質が第三者の弁済を許さないと
き、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しく
は制限する旨の意思表示をしたときは、第三者弁
済はできない（法案474条4項）。

3�　債務の履行の相手方（法案478条）
（1）　第三者が受領権限を有する場合、その者に対す
る弁済が有効であることを明確にした（法案478条1
項括弧書き）。

（2）　受領権限のない者に対する弁済の効力
 　　従来の「債権の準占有者」との文言がそもそも
用語としてわかりにくいこと等から、これに代え
て、「取引上の社会通念に照らして受領権者として
の外観を有するもの」に対してした弁済は、その
弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかっ
たときに限り、その効力を有する、とした。

 　　従来「債権の準占有者」に該当するとされてき
た判例・通説の見解を変更するものではないとさ
れている（民法（債権関係）の改正に関する要綱案の
たたき台（5）27頁）。

4�　代物弁済（法案482条）
　代物弁済契約が諾成契約であることを明示したうえ
で、代物が給付されたときに弁済の効力が生じて債権
が消滅することを明らかにした。

5�　弁済の方法（法案483条～ 487条）
（1）　弁済の時間（法案484条2項）


